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第１章 背景と問題意識 

１．１ 我が国の貿易手続デジタル化の現状 

世界貿易は 2022 年に過去 20年間で最高額となる 24兆 2,400億ドルを記録し1、世界経済の成

長に大きく寄与している。世界全体の貿易取引が拡大傾向にある中、貿易手続には未だに紙書

類・手作業が残っており、貿易手続のデジタル化は長年に渡る課題となっている。WTO（世界貿易

機関）および ICC（国際商工会議所）の報告書によれば、2022年時点で貿易文書のグローバルベ

ースでのデジタル化率は 1％未満であり、一般的な貿易取引において平均して 36種類の書類と

240 部のコピーを複数の事業者間で取り交わす必要があると言われている2。 

日本でも、下記図が示すように、港湾物流手続における情報伝達手段としては、紙・電話およ

びメール添付が大半を占めている状況にある。例えば、税関への輸出入申告は、輸出入・港湾関

連情報処理システム（NACCS）を通じてデジタル化されているものの、関連する民間事業者間の情

報伝達は必ずしもデジタル化されていないのが現状である。 

 

図 1 港湾物流手続における情報伝達手段の比率（貿易関連業務別）3

 

 
1 ジェトロ「世界貿易投資報告 2023年版」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2023/no1-

2.pdf) 
2 WTO, ICC、Standards Toolkit for Cross-border Paperless Trade 

(https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/standtoolkit22_e.pdf) 
3 国土交通省「国際物流に関する民間事業者間で流れる情報の概要（実態調査の整理）について」

(https://www.mlit.go.jp/common/001281676.pdf) 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2023/no1-2.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2023/no1-2.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/standtoolkit22_e.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001281676.pdf
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図 2 港湾物流手続における情報伝達手段の比率（貿易関連事業者別）4

 

 

紙書類・手作業での貿易手続は、かねてより金銭・時間的コストがかかることが課題とされて

いたが、昨今はこれに加えてコロナ禍において、対面業務が困難となったことで、貿易書類の関

係者間での受け渡しに大きな支障が生じた。さらには、パンデミックに伴う世界的な国際物流の

混乱、スエズ運河でのコンテナ船の座礁、ロシア・ウクライナ戦争などの影響を受けて、輸送貨

物の状況確認や従来の物流ルートから代替ルートへの変更が必要となった際に、貿易データが蓄

積されていないために人海戦術で個別に確認したり調査したりする対応が発生した。こうした問

題への対応から、アナログな貿易手続がもたらすサプライチェーン耐性の脆弱性がこれまで以上

に顕在化している。 

 

１．２ 貿易プラットフォームサービスの立ち上げ 

このような状況下において、貿易手続のデジタル化に寄与する貿易プラットフォーム（PF）サ

ービスの立ち上げが世界で活発化してきている。 

貿易手続においては商流、金流、物流の大きく 3つに区分される手続が存在する中で、日本で

は近年、複数の民間企業が、各種貿易文書や貿易決済のデジタル化、国際物流のオンライン一括

手配や可視化といった、商流、金流、物流における各手続のデジタル化と、貿易業務に携わる複

数の関係者間でのデータ共有を可能にする貿易 PF サービスを立ち上げている。一部の貿易 PF に

おいては、デジタル化された貿易文書の原本性や、データのセキュリティを担保するため、ブロ

ックチェーン技術等が活用されている。日本の主な民間の貿易 PF提供事業者については、第３章

３．１にて紹介する。 

海外においても、E2Open（米国）、ICE Digital Trade（英国）、Bolero（英国）、Komgo（スイ

ス）といった欧米系の民間貿易 PF提供事業者がサービスを展開している他、ASEANではシンガポ

ール税関が 2018年に貿易 PF NTP（ネットワークド・トレード・プラットフォーム）を立ち上げ

るなど、国主導の貿易 PFサービス展開も進んでいるところである。 

 
4 国土交通省「国際物流に関する民間事業者間で流れる情報の概要（実態調査の整理）について」

(https://www.mlit.go.jp/common/001281676.pdf) 

https://www.mlit.go.jp/common/001281676.pdf
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１．３ 貿易 PF活用により期待される効果 

貿易 PFを活用し貿易手続をデジタル化することで、まず、１．１で述べた大量の書類作成やそ

の管理、必要な書類を見つけ出す際にかかる時間を短縮することでコストの削減に繋がることが

期待される。例えば、国内外の取引相手等に対して貿易書類を郵送する際に時間がかかったり、

紛失したりしてしまうというトラブルを避けることができる。また、貿易 PFに入力した情報に誤

りがあった際も、貿易 PF上のデータ修正で事足り、貿易書類の再発行・再郵送といった対応も不

要となる。 

過去の実証調査において、貿易 PFの導入によって、貿易手続にかかる業務時間が 44％短縮で

きるという効果が示されている5。 

 

図 3 貿易プラットフォーム導入によるコスト削減効果試算6 

 

経済産業省では、令和 10 年度までに、貿易 PF を通じてデジタル化される貿易取引の割合を

10％とすることを目標として掲げているが、10％に達した際には年間約 3,000億円のコスト削減

効果があると試算されている。他にも、業務が貿易 PF上で定型化されることで、担当者が必ずし

も貿易実務に精通していなくとも輸出入業務に対応できるようになり、業務の属人化を防ぐこと

も可能となる。この点も貿易業務の効率化とそれにかかるコストの削減に繋がるといえよう。 

 
5 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、株式会社 NTTデータ「平成 30年度 IoTを

活用した新産業モデル創出基盤整備事業「グローバルサプライチェーンにおける貿易手続の効率化」成果報告

会」(https://www.nedo.go.jp/content/100896162.pdf) 
6 「第 1回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf) 

                            

             

      
                        
                                      

                 

          

     

              

                                                   
                                

                                                 
                         

https://www.nedo.go.jp/content/100896162.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf
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こうした業務の効率化やコスト削減効果に加えて、貿易 PFの活用によって、サプライチェーン

の強靭化への貢献も期待される。 

例えば、輸送や通関手続（輸出入に関わる一連の行政機関への手続）にかかるリードタイム

等、貿易 PFに蓄積された輸送データを分析することで、輸送ルートの最適化を図るとともに、輸

送貨物の仕向地への到着日を精緻に予測し、余剰在庫を抱えてしまうリスクや逆に在庫不足によ

る緊急の航空便輸送が必要となるリスクを減らすことに繋がる。 

また、貿易 PFに蓄積された貿易データを分析することで、原材料や部品を特定の国からの輸入

に依存している、あるいは特定の航路輸送に依存している、といったサプライチェーン上のチョ

ークポイントを発見することも可能となる。これにより、地政学的要因によって一部の国との貿

易や一部の航路で輸送が継続できなくなる場合などの有事に備えて、予め代替となる仕入先や輸

送ルートの検討・確保などを行うことができ、経済安全保障への効果的な対応に繋げていくこと

も期待される。なお、有事発生後であったとしても、前述のように、人海戦術等によらない迅速

な対応が可能となる効果も期待されるところである。 

その他にも、温室効果ガス（GHG）排出量の把握・可視化といったサプライチェーン上の新たな

規制への対応といった観点でも、貿易データの有効活用が見込まれる。 

 

図 4 レジリエントで高効率なサプライチェーン構築に向けた貿易手続デジタル化7

 

 
7 「第 1回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf
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ただし、期待される効果を最大限に得るためには、データの共有や分析の観点から、貿易デー

タをそのまま利活用できる「構造化データ」として、貿易 PF上で蓄積される必要がある。紙文書

の PDF 化はデジタル化に向けた第一歩ではあるが、貿易手続に関する全ての文書・情報を構造化

データとして持つことによって、貿易に携わる関係者間で共有できる状況とすることが極めて重

要である。 

 

１．４ 「貿易プラットフォームの利活用推進に向けた検討会」の開催 

荷主企業が貿易 PFを活用することで、貿易コストの削減やサプライチェーンの強靭化を図るこ

とが期待されているにも関わらず、貿易 PFの利用は未だ十分に浸透していない。１．３にて記載

の通り、経済産業省では、令和 10年度までに、貿易 PFを通じてデジタル化される貿易取引の割

合を 10％とすることを目標として掲げている。一般的に商品やサービスの普及が加速するとされ

る普及率は約 10％とされ、固定電話の普及なども相当するとされている8。しかし、現状の貿易

PFを通じてデジタル化される貿易取引の割合は 0.1％にも満たない状況である。 

そこで、自動車、輸送機器、産業機械、鉄鋼、化学などの製造業は、我が国の貿易を支える中

心的な業種の一つであることから、貿易手続のデジタル化に向けた課題を官民で共有し、解決の

ための方策を具体的に定めていくことを目的に、グローバルに貿易を展開している大手製造業企

業、貿易 PF提供事業者、貿易手続のデジタル化に携わる関係省庁・団体が集まる「貿易プラット

フォームの利活用推進に向けた検討会」を開催した。 

この中間報告書は、三回の会合を通じて挙げられた、貿易手続のデジタル化を進める上で課

題・障壁となっている事項を整理し、官民双方による今後の対応の方向性をまとめたものであ

る。 

  

 
8 株式会社日本総合研究所「IP革命のもたらす構造変革をどう乗り切るか？」

（https://www.jri.co.jp/company/publicity/2003/detail/sbp_ip/） 

https://www.jri.co.jp/company/publicity/2003/detail/sbp_ip/
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第２章 荷主企業の現状と課題 

貿易取引には、荷主企業を始め、物流事業者、フォワーダー、行政手続関係の事業者、貿易相

手国の事業者や行政機関など様々なプレーヤーが関係している。貿易手続の効率化・コスト削減

や、サプライチェーンの強靭化に繋がる貿易 DXの重要性が高まっているものの、第１章で述べた

貿易手続のデジタル化による効果を得るためには、貿易 PFを利用して貿易手続のデジタル化を行

う企業が増加しなければ、導入効果を十分に得ることは困難である。ここでは、本検討会にて議

論された製造業を中心とした主要な荷主企業の貿易手続デジタル化に向けた取組や課題、求めら

れる対応について紹介する。 

 

２．１ 現状 

これまで貿易手続のデジタル化については、事業部門毎、もしくは、物流を担当する部門が貿

易手続のデジタル化に取り組むことが多かったといえよう。しかし、社内組織を横断して取り組

む企業も増えてきている。一方、社外関係者との取引は紙を用いての取引が主流であったり、ま

た、主要関係者との取引も一部しかデジタル対応できていなかったりといった現状がある。 

こうした現状を踏まえ、最近では、①一貫性・透明性の高い統合されたシステムを実現するこ

とで、個別対応や付加価値業務に焦点を当てた顧客重視の業務形態への変革を目指すために貿易

手続のデジタル化に取り組む動きや、②業務が属人化していることや確認・集計・転記業務等が

頻繁に発生していることを受けて、これらを統合する業務改革を行うことで、対応スピードアッ

プ・顧客満足度向上により、将来の収益向上の土台作りを目指す動き、などが見られる。こうし

た取組は、デジタルトランスフォーメーション（DX）や業務改革の取組の一環として、事業部門

毎で担っていた貿易業務を物流部門に機能集約したり、社長を委員長とする委員会を設置して各

部門の具体的な DX 推進計画の策定等を行いつつデジタル化を進めたりするなど、組織を横断して

行われている。 

このような社内組織を横断した貿易手続のデジタル化では、全社デジタルトランスフォーメー

ション等の社内戦略の一環として位置づけられることで、貿易手続の管理に必要な情報が社外取

引情報・売上情報などの関連情報とも紐づけられるなど、貿易データの収集・蓄積の基盤整備が

進み始めている。 
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事例 1 オリンパス（株）の貿易手続デジタル化に向けた取組9 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4-1 オリンパス（株）説明資料

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_01.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_01.pdf
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事例 2（株）カネカの貿易手続デジタル化に向けた取組10 

 

 

   

 
10 「第 2 回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4-2 （株）カネカ説明資料

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_02.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_02.pdf
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事例 3 住友電気工業（株）の貿易手続デジタル化に向けた取組11 

 

 

 

 
11 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4-3 住友電気工業（株）説明資料

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_03.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_03.pdf
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事例 4 三菱重工業（株）の貿易手続デジタル化に向けた取組12

 

 

 
12 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4-6 三菱重工業（株）説明資料

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_06.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_04_06.pdf
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２．２ 課題と対応 

貿易手続に関する情報をデータとして持つことは、既述のとおり、情報に変更が生じたとき

に、関連システムなどに反映することでデータの一括管理が可能となり、サプライチェーン上の

前後の商流の情報と接続することで、リードタイム削減だけでなく、グローバル単位での在庫管

理が可能となる他、高付加価値サービスの創出にもつながる。これらの情報を活用すれば、経済

安全保障への対応のために、チョークポイントの分析や、代替輸送ルートの自動算出などの利用

も可能であるといえよう。 

本検討会において、荷主企業から紹介された取組によると、一部の荷主企業では、既に社内組

織を横断した体制を構築し、貿易データの活用を見据えて、貿易データの収集・蓄積の基盤整備

が進み始めている。今後はこのような取組が、他社においても進んでいくことが期待されるが、

先んじて取り組んでいる荷主企業からは、貿易手続のデジタル化を進めるにあたっての課題とし

て以下が挙げられた。 

 

（１）貿易 PFを活用した実証による効果測定、先進事例の創出 

荷主企業からは、貿易 PFの導入にあたり、第１章１．３で述べたような潜在的な効果が

見込めるにも関わらずバックオフィス業務としてコストセンターとして捉えられてしまう

ことから、費用対効果の算出に着手していない、社内他事業と比べて優先順位が下がるた

め取組が進むのが遅いなどという声が挙げられている。したがって、貿易手続のデジタル

化を進めるにあたっては、 

① 既存の社内システムと接続する場合の要件の特定、接続開発・移行期間の併用にか

かる業務負荷・費用 

② 既存業務プロセスの変更や新規プロセスの確立 

③ 新規に貿易 PF を活用する場合の初期導入費用 

④ 経営層、経理財務部門などによる貿易手続のデジタル化に対する理解 

などが課題といえよう。 

これらの課題を克服するためには、まずは積極的に貿易 PF活用の実証を行い、効果を検

証することが最初の一歩として重要である。その際には、コスト削減やサプライチェーン

強靭化につながるような効果も念頭に置いて、検証をしていくことが望ましい。 

その上で、経営層や関係部門の理解を得つつ、事業部門毎、もしくは物流を担当する部

門だけでなく、社内の組織を横断した推進体制を構築して一気加速的に進めていくことも

重要である。 

 

（２）様々な情報とのデータ連携による貿易手続データの活用 

貿易手続にかかるデータは、自社の会計情報や販売情報、在庫情報など、今後様々な情

報と紐づけることで、自社製品の高付加価値化に利用したり、経営判断の材料としたりす

ることができる。さらに、今後、第３章でも述べるが、海上輸送・国内陸送の GPSトラッ

キング情報、さらには二酸化炭素排出量データが貿易 PFから取得することができるように

なれば活用の幅はさらに広がるといえよう。しかし、各社の貿易手続にかかるデータは、

保持の仕方がバラバラであるため、紐づけたり、変換したりするための費用がかかるとの

声も寄せられた。 
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したがって、貿易手続のデジタル化を進める早い段階から、貿易データの収集・蓄積、

及び活用を想定した国連 CEFACTなどの国際標準等を踏まえたシステムアーキテクチャの検

討、業務プロセス設定やシステム仕様設計を行いつつ、貿易 PFを導入していくことが重要

である。 

 

（３）その他、社外への貿易手続デジタル化の重要性の認知度向上、社内の人材育成 

荷主企業からは、貿易手続デジタル化の重要性について、取引先相手などの社外の関係

者に対して認知度を上げていくことが必要であるとの声や、社内において、貿易手続のデ

ジタル化業務に対応できる人材がいないとの声が挙げられた。 

（１）でも述べたように、積極的に実証により効果を目に見える形にしていくことは、

取引先相手などの社外の関係者に対しての認知度向上にもつながるといえる。また、貿易

業務に携わる社員へのデジタル化に対する能力開発を行うことなどにより、貿易業務とデ

ジタル化の双方について対応できる人材育成に取り組んでいくことが重要である。 

 

図 5 荷主企業による貿易手続デジタル化の取組13    

 

 

  

 
13 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 5 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf
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第３章 貿易 PF提供事業者の現状と課題 

３．１ 現状 

日本の貿易手続のデジタル化の先駆けとなる PF としては、輸出入・港湾関連情報処理システム

（NACCS）があり、輸出入・港湾関連情報処理センター（NACCSセンター）（株）が運営してい

る。NACCSは 2003 年にナショナル・シングルウィンドウとしての業務稼働した後、関係省庁の業

務やシステムの統合を進めるとともに、2010年にそれまでの海上、航空それぞれの通関システム

を統合するなど、通関手続（輸出入に関わる一連の行政機関への手続）や関連する民間業務のデ

ジタル化に対応している。NACCSに加えて近年では、第１章１．３に記載のとおり、複数の民間

企業が、貿易 PFを立ち上げて、商流、金流、物流の各系統における BtoB の貿易手続のデジタル

化サービスを展開している。 

本検討会に参加した PF提供事業者 3社の概要は以下のとおり。 

 

＜事例：貿易 PF を提供する日本の民間企業＞ 

➢ （株）トレードワルツ 

・ （株）NTTデータ、三菱商事（株）、豊田通商（株）、東京海上日動火災保険（株）、

(株）三菱 UFJ 銀行、兼松（株）および損害保険ジャパン（株）が出資者となり 2020

年に設立、貿易業務のデジタル化を目指し、ブロックチェーンを活用した貿易 PF”

TradeWaltz”を提供。 

・ 貿易に携わる全業種が利用可能な PF を通じて商流、物流、金流にまたがって貿易情

報を連携することで、貿易にかかる手続時間を短縮し、コストカットを実現。 

・ ASEANはじめ諸外国の貿易 PFとのシステム連携も推進中。 

 

図 6 （株）トレードワルツ紹介資料14 

 

 

 
14 （株）トレードワルツ提供資料 
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➢ （株）Shippio 

・ 2016年に創業したスタートアップ。貿易業務を効率化するクラウドサービスと、輸

送・通関業務をワンストップで提供するデジタルフォワーディング事業を展開。 

・ 同社 PFを通じて、見積・発注、本船動静情報の自動取得、社内外関係者でのリアル

タイムでの情報共有、輸送データ活用によるサプライチェーンの最適化等が可能とな

る。 

図 7 （株）Shippio紹介資料15 

 

 

➢ （株）STANDAGE 

・ 2017年に創業したスタートアップ。ブロックチェーン技術を活用した、ステーブルコ

インによる貿易決済システムを提供。電子船荷証券（eBL）とステーブルコインとの同

時交換を実現することで、与信上の懸念がある新興国企業との取引リスクを緩和。 

・ その他、国際物流概算見積一括取得サービスや中小企業向けに貿易業務全般を一括で

サポートするサービスも提供。 

 

 

 

 

 

 

 
15 （株）Shippio提供資料 
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図 8 （株）STANDAGE 紹介資料16 

 

 

その他にも、国が保有するプラットフォームとして、港湾手続をデジタル化するサイバーポート

(Cyber Port)が国土交通省により立ち上げられ、2021 年より運用を開始している（サイバーポー

トの概要については第４章４．１にて紹介する）。 

 

３．２ 課題と対応 

第１章１．４に記載のとおり、貿易 PFサービスの活用が進むことによって、貿易業務にかかる

コストの削減やサプライチェーンの強靱化が期待されるものの、ナショナル・シングルウィンド

ウの機能を有する NACCSを除けば、日本国内で貿易に携わる大半の事業者が利用しているという

貿易 PFは現状存在せず、共通課題を解決するための業界団体も存在しない状況であり、まずはい

ずれの貿易 PF提供事業者もユーザーを拡大していくことが喫緊の課題と言える。本検討会におい

て、荷主企業からは、貿易 PF提供事業者に対する要望として、主に以下の点が挙げられた。 

 

（１）導入しやすいサービス仕様の提供 

荷主企業からは、ユーザーが利用しやすい料金体系・価格帯を設定してほしい、自社シ

ステムとの API連携しやすい仕様にしてほしい、といった、コスト面やシステム面での導

入のしやすさを求める声が挙げられた。 

貿易手続業務はバックオフィス業務であり、社内でコストセンターとして見られる傾向

があるため、貿易 PF を導入する上で必要な社内のインフラ整備にかかる費用や、貿易 PF

そのものの利用料金が高いと必然的に貿易 PF導入のハードルは高くなる。また、第２章

２．１に記載のとおり、荷主企業の中には自社システムを通じて貿易業務を部分的にデジ

タル化している企業もあり、そうした企業にとっては貿易 PFを導入するにあたって API 連

 
16 （株）STANDAGE提供資料 
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携等を通じて既存の自社システムと貿易 PF を接続させる必要があることから、そのための

相応のコストと時間を伴うことになる。 

そのため、貿易 PF 提供事業者はユーザー料金体系やシステム上の技術要件においてユー

ザーが導入しやすいサービス仕様を提供していくことが必要である。 

 

（２）貿易 PF提供事業者間の連携 

日本国内で複数の貿易 PFサービスが立ち上がっていることから、①国内外の貿易 PF 事

業者同士が接続・連携することで、一つの貿易 PFを通じて貿易取引が完結できるようにし

てほしい、②貿易 PF 同士が相互接続されていないと、各社で利用する PFが異なる場合、

管理が煩雑化することを懸念する、といった、貿易 PF同士の連携を望む声や、連携が取ら

れていない場合の非効率化に対する懸念の声が示された。 

取引相手が利用している貿易 PFと自社が利用している貿易 PF が相互接続していない限

り、ユーザーにとっては追加でシステム接続が必要となり、接続コストが二重、三重にも

なりうるため、貿易 PFは必要に応じて他社貿易 PFとの連携を行うことが望まれる。 

 

（３）物流事業者との連携 

貿易 PF の機能向上に向けた具体的な要望として、物流面での機能向上を望む声は多く、

主に以下の 2点についての要望が寄せられた。 

 

① 船会社の情報取得 

船便の手配や輸送中の船便の状況確認などは、荷主企業やフォワーダーが複数の

船会社と個々にコンタクトして対応する現状にある。そのため、貿易 PF上で各船社

の運賃やスケジュールを網羅的に比較できるよう可視化し複数船社のブッキングが

可能な仕組みにしてほしい、貿易 PF 上でトラッキングできる船のカバー率を向上し

てほしい、船会社が発行する船荷証券（B/L）や運送状を貿易 PF通じて入手した

い、といった、貿易 PFを通じた船会社とのデータ連携を望む声があった。 

 

② 貨物のトラッキング精度・範囲の向上 

貨物の位置情報が正確ではないことで、港への到着日にズレが生じ、荷揚げ後の

国内陸送の手配や最終的な納期にも影響を及ぼすことから、貿易 PFに過去の輸送

データを蓄積し、それに基づく運行遅延や貨物滞留の高精度予測をしてほしい、品

番単位でのトラッキング機能を備えてほしい、国内外の内陸輸送のトラッキングま

でカバーしてほしい、といった、物流事業者と連携してトラッキングの精度や範囲

の向上を望む声もあった。 

 

これらの要望を踏まえ、貿易 PF 提供事業者が提供するサービスには、荷主企業が必要と

している物流手配業務にかかる機能を向上することが望まれる。荷主企業が輸送に関して

正確な情報・データを保有し分析することは、有事における代替の運航ルートの検索など、

経済安全保障対応や、サプライチェーンの強靱化にむけた経営戦略の検討を行う上でも重
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要である。貿易 PF 提供事業者は、こうしたデータを荷主企業に対して提供できるようにす

るため、物流事業者と積極的に連携していくことが必要であるといえよう。 

（４）金融機関、商工会議所との連携 

信用状（L/C）や保険証券、原産地証明書（C/O）といった貿易文書もデータ連携する目的

で、銀行や保険会社などの金融機関と連携してほしい、発給申請プロセスの自動化を実現す

るべく商工会議所の原産地証明書発給システムと連携してほしい、といった声も寄せられ

た。 

貿易決済や保険付保は貿易取引における必須手続であり、原産地証明書についても輸出先

国や輸出製品次第では毎回手配が必要となりうる。共通の貿易 PF を通じてこれらの手続を

完了できることの意義は大きい。貿易 PF 提供事業者は、金融機関や商工会議所との連携を

進めていくことが期待される。 

 

（５）その他、新たな付加価値機能の提供 

（１）～（４）で挙げられた内容以外にも、①税関事後調査にも対応できるよう、関税法

の要件を満たす形での貿易関連書類や関税関係帳簿書類の電子保存機能の提供、②受注生

産型の製造業を考慮したサービスの提供、③輸送距離、物量や CO2 排出量等のデータ蓄積と

分析機能の提供、といった従来サービスにない新たな付加価値をもたらす機能を求める声

も寄せられた。 

こうした新たな機能はいずれも貿易 PF の利便性を高めることから、ユーザーの拡大につ

ながりうる。したがって、貿易 PF 提供事業者には、機能向上及びユーザー拡大の双方の観

点から、実証予算を活用した貿易 PF 提供事業者間の連携によって新たな機能・サービス開

発に取り組むことを期待したい。 
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図 9 荷主企業から寄せられた貿易 PF提供事業者に望まれる対応17 

 

 

 

 
17 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 5 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf
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第４章 国の現状と課題 

４．１ 現状 

貿易手続のデジタル化ならびにサプライチェーンの強靭化については、令和 5年の「経済財政

運営と改革の基本方針」ならびに「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」にて言及

されており、日本政府として重要視している分野の１つと位置付けられている。 

加えて、令和 5 年の G20 や APECの会合においても、貿易手続のデジタル化が共同声明や成果文

書の中で取り上げられた他、日本 ASEAN50周年特別首脳会議にて採択された「共同ビジョンステ

ートメント実施計画」の中でも、貿易 PFの利用拡大を通じた貿易のデジタル化が明記されてお

り、日本に限らず国際的な枠組みにおいても、貿易手続のデジタル化の重要性やそのための貿易

PFの利用拡大が謳われているところである。 

 

図 10 「経済財政運営と改革の基本方針」および「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」抜粋18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 「第 1回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf
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図 11 G20貿易・投資大臣会合「成果文書および議長総括」抜粋19 

 
 

図 12 APEC閣僚会議「閣僚共同声明」抜粋20 

 

 

図 13 日 ASEAN友好 50周年特別首脳会議「共同ビジョンステートメント実施計画」抜粋21 

 

 

こうした方針も踏まえ、第３章３．１にて紹介したように民間の貿易 PF提供事業者が貿易手続

のデジタル化に寄与するサービスを提供する一方で、国においても貿易手続のデジタル化を進め

るための施策を講じている。各省庁の施策について、以下紹介する。 

 

➢ 経済産業省 

① ユーザー拡大支援 

貿易 PFの導入にあたって相当のコストがかかるというユーザーの声を踏まえて、

貿易 PFとユーザー間、貿易 PF間の相互接続に必要なシステム構築費用を一部補助

する補助金事業を令和 5年度より実施している。 

 

 
19 経済産業省 G20 Trade and Investment Minister’s Meeting “Outcome Document and Chair’s Summary” 

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100544351.pdf) 
20 経済産業省 2023 APEC Ministerial Meeting “Joint Ministerial Statement” 

(https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231116004/20231116004-a-eng.pdf) 
21 外務省 ”Implementation Plan of the Joint Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and 

Cooperation” (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100596783.pdf) 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100544351.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231116004/20231116004-a-eng.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100596783.pdf
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② データ標準化 

貿易に携わる事業者が共通の仕様で貿易データを共有することが可能となるよ

う、国際標準に準拠した貿易データ連携を推進するべく、国連 CEFACTに対して、日

本企業が実務上使用しているデータ項目を国際標準に追加する働きかけを行ってい

る。 

 

③ 貿易相手国との連携 

ASEANをはじめとする貿易相手国とのデータ連携を進めるべく、ASEANにおける貿

易手続デジタル化の推進に向けたロードマップを令和 5年度に策定した。 

また、関係省庁と連携して、第一種特定原産地証明書のデジタル化に取り組んで

おり、令和 6 年 2月時点で 7つの協定について PDFファイルでの原産地証明書の発

給を実現したことに加えて22、日インドネシア EPAにおいては、令和 5年 6月からデ

ータ交換による運用が開始されている。 

 

図 14 貿易手続デジタル化の施策（経済産業省）23

 
※ 上記の「予算要求額 15億円」については、5.9 億円で閣議決定された（令和 5年 12月 22日）。 

 
22 日インド、日タイ、日チリ、日ベトナム、日マレーシア、AJCEP（ベトナム・マレーシア向け）、RCEPの 7協

定 
23 「第 1回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 4 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf) 

 

            

                
                    
                  
                 

                   
               

               
                             
                           

                               
                           

  

                      
                               
                            
   

                               

                     
                               
          

      

          
                    
                  
                 
                  
       

              
  

                   
                   

                                                                               

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/001_04_00.pdf
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図 15 ASEAN における貿易手続デジタル化の推進に向けたロードマップ24 

 

 

➢ 財務省 

第３章３．１にて紹介したように、NACCS によりシングルウィンドウでの輸出入に関わ

る一連の行政機関への手続等を行うことを可能としており、必要に応じて機能の改善を図

っている。 

 

➢ 法務省 

日本における電子船荷証券（eBL）の導入に向けて、商法改正を通じた船荷証券のデジタ

ル化に向けた取組を進めており、2022 年 2 月に法制審議会に諮問をし、議論がなされてい

るところである。 

 

➢ 国土交通省 

港湾物流手続をデジタル化するサイバーポート（Cyber Port）の運用を 2021年 4月に開

始した。サイバーポートは、貿易手続全体のうち港湾物流手続を対象に、船便の Booking

や、港での貨物の搬入・搬出・船積などの手続のデジタル化を実現している。NACCS や民

 
24 AMEICC「令和４年度補正予算有志国間の信頼できるサプライチェーンへの参画支援事業：貿易取引電子化シ

ステム社会実装促進事業」報告書 

(https://ameicc.org/_syswp/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-22_summary_jp.pdf) 

https://ameicc.org/_syswp/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-22_summary_jp.pdf
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間貿易 PFともデータ連携することで貿易手続全体のデジタル化を推進している。物流事業

者を中心にユーザー拡大が進んでおり、荷主企業に対しても利用促進を図っている。 

 

図 16 サイバーポート紹介資料25

 

 

４．２ 課題と対応 

荷主企業が貿易 PF の活用も検討しつつ各社貿易手続のデジタル化に向けて取り組んでいる一方

で、制度整備をはじめ個社単独の取組や貿易 PF の機能改善だけでは解消が困難な課題が、国に対

する要望として挙げられた。貿易手続のデジタル化を推進する上では、官民双方がそれぞれの課題

解決にあたることが重要であり、国としては以下に列挙する課題について取り組んでいくことが期

待されている。 

 

（１）主に紙で扱われている貿易文書・手続のデジタル化に向けたルール整備と活用推進 

貿易手続のデジタル化に向けた課題として、多くの荷主企業から、一部の貿易文書や手

続についてデジタル化が進んでいる一方で、未だに紙でのみ有効な文書や受理可能な手続

が残っているという点が挙げられた。一連の貿易手続の中で、一部手続についてはデジタ

ルで、一部手続については紙で、という状況はオペレーション上の混乱も招きやすく非効

 
25 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 3 国土交通省説明資料

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_03_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_03_00.pdf
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率であり、一連の貿易手続を全てデジタルで処理できるようにしてほしい、との要望が寄

せられた。 

企業の貿易形態や頻度によっては、引き続き紙ベースでの貿易文書のやり取りを継続す

る選択肢を否定するものではないが、一定程度以上の貿易取引を行う企業においては、一

連の貿易手続を全てデジタルで処理できることが望ましいと考えられる。しかしながら、

現時点においては、貿易手続を全てデジタルで処理できる環境は整っていないのが現状で

ある。そこで、貿易手続の完全デジタル化に向けて、現時点において紙のやり取りが残っ

ている主な具体的な貿易文書・手続とそのデジタル化に向けた対応状況について紹介す

る。 

 

① 船荷証券（B/L） 

第４章４．１に記載のとおり、日本における電子船荷証券（eBL）の導入について

は、現在、法務省が商法改正を通じた船荷証券（BL）のデジタル化に向けた取組を

進めているところである。eBLの利用が国際的に少しずつ進んでいる中、日本の現状

としては、BL は紙の証券であることが前提であり、eBLは法律上の BLにはあたらな

いと整理されている。そのため、eBL に紙の BLと同じような法的地位を与えること

が喫緊の課題と認識されている。 

BL は国際取引で使われる以上、それをデジタル化する法律も国際的な調和がとれ

たものとする必要があるとの観点から、2017年に国連商取引法委員会で有価証券等

のデジタル化を進めるためのモデル法（MLETR）が制定され、現在、世界各国がその

モデル法を参考に国内法を制定しようという流れになっている。 

法務省によって検討されている法案の内容については法制上の課題もあり未だ議

論中ではあるが、荷主企業からも eBL の国内法制度化を望む声は大きく、今後は可

能な限り早く eBLの実現に向けての対応が望まれるところである。 

 

② 通関手続（輸出入に関わる一連の行政機関への手続） 

通関手続は基本的には NACCSを通じてデジタル化が進んでいる領域ではあるもの

の、荷主企業からは一部の手続については紙での対応が求められるとの指摘があ

る。例えば、通関審査の際に通関関係書類を紙ないし PDFでの提出が求められる、

輸入消費税・関税の延納手続に紙の納付書が求められる、といった声が寄せられて

いる。 

これに対して現状の NACCSでは、通関審査時の通関関係書類の提出については、

PDF等の電子媒体により提出できることに加えて、企業の社内システムとの連携によ

り、インボイスやパッキングリストといった通関関係書類の CSVデータを取り込み

提出できる機能を備えている。また、輸入消費税・関税の延納手続については、マ

ルチペイメントネットワークを活用した電子納付が可能となっているが、さらに利

便性を向上させるため、2025年の次期システム更改時に納期限延長にかかるオンラ

インリアルタイム口座での引き落としによる納付手段を可能とするといった機能拡

充も予定されている。 
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他方で、関税関係以外の他法令確認においてもデジタル化した機能を備えている

ものの、一部の書類については紙の書類提出を求められる場合があるため、この点

について、更なるデジタル化の検討が必要である。 

さらに紙書類以外の論点として、荷主企業から NACCSからダウンロードした輸出

入データを社内で有効活用したいという要望も寄せられているところ、既に NACCS

の現行機能を用いて社内でデータ活用を行っている社もあることから NACCSの機能

について、更なる周知を図ることが望まれる。 

その他、NACCS も荷主企業向けにサービス提供を行っており、一部の荷主企業にお

いては NACCS との直接連携を行っているところ、NACCSと接続していない荷主企業

が、貿易 PF経由で NACCSにデータ連携できるようになれば、荷主企業は社内システ

ムを貿易 PF経由で NACCSと連携できるようになるため、貿易 PFと NACCS間でのシ

ステム連携についても期待されている。 

 

③ 港湾手続 

港湾手続は国土交通省がサイバーポートを通じてデジタル化を進めているところ

ではあるが、通関手続と同様に、一部の手続については紙での対応が求められると

の指摘や、船会社とのやり取り等においてアナログなコミュニケーションが残って

いるという課題が示された。例えば、港湾貨物運送事業労働災害防止協会に対する

危険物又は有害物事前連絡表の提出など、紙で提出しなければならない手続が残っ

ている、といった指摘や、船の Booking 情報など、船会社が保有している情報を荷

主企業が 1社ずつ個別に確認するのは大変な負担であり、日本の主要な船会社が保

有している情報をサイバーポート経由で一括して取得することができると望まし

い、といった要望が寄せられた。 

サイバーポートのユーザー数は増加傾向にあるが、これを更に加速するべく、残存

する紙での港湾手続を関係団体とも連携してデジタル化へ移行するとともに、船会社

のサイバーポートへの参画を促していくことが望まれる。 

 

④ 原産地証明書（C/O） 

特恵原産地証明書については、2022 年 1月に日タイ EPA 及び、RCEP協定で PDF 発

給を実現して以降、その他の協定についても順次進められている。2021年からはイ

ンドネシア、タイ、ASEANとの間で特恵原産地証明書のデータ交換の導入に向けて協

議が開始され、2023年 6月からはインドネシアとの貿易取引において、輸出国発給

機関と輸入国税関との間で直接受け渡しが開始されたところである。また、国内で

の特恵原産地証明書のデータ連携に向けた動きとして、４．１の経済産業省の施策

として紹介した補助金事業を通じて、自動車業界標準システムとして始まり業界を

超えて利用企業の拡がりを見せる経済連携協定活用プラットフォームである

「JAFTAS」と、第一種特定原産地証明書発給システムのシステム間接続も実現し

た。26非特恵原産地証明においては、東京商工会議所や大阪商工会議所などの日本各

 
26 株式会社東京共同トレード・コンプライアンスプレスリリース「経済連携協定（EPA）活用の貿易プラットフ
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地にある商工会議所が PDF発給への切り替えを進めている。荷主企業の一部から

は、PDF発給よりもさらに迅速なやりとりが可能であり、真正性が確保されるデータ

交換や、非特恵証明書のデータ項目の統一化、輸入通関との自動連携への期待の声

も寄せられているところであり、今後の産業界全体の要望も踏まえながら、これら

の取組を推進していく必要がある。 

 

上記①～④で挙げられた他にも、輸出先国の制度や運用によってオリジナルの書

類（例：船積前検査証（LPSR）、免税申告時のインボイス（I/V）、包装明細書

（P/L）等）を求められるケースがあるとの実態が挙げられた。それらの実態把握を

行うとともに、ASEAN各国を始めとした貿易手続のデジタル化の実現に向けた国際枠

組みを活用して推進していくことも重要である。 

 

（２）貿易 PFの導入支援・促進 

貿易 PFの導入のしやすさを求める荷主企業からは、第３章３．２に記載のとおり、貿易

PFの導入にあたっての貿易 PFの利用料金自体や、自社の既存システムとの接続等に必要

な社内のインフラ整備にかかるコストが高いことから、国による支援が求められている。

第４章４．１にて記載のとおり、経済産業省では貿易 PFとユーザー間、貿易 PF間の相互

接続に必要なシステム構築費用を一部補助する補助金事業を令和 5年度より実施してい

る。 

令和 6年度も引き続き補助金事業による貿易 PFの導入サポートを予定しており、導入に

あたってユーザーのコスト負担を軽減する効果が期待されている。 

また、補助金事業による導入支援に加えて、貿易 PFを活用した場合には通関手続（輸出

入に関わる一連の行政機関への手続）の効率化を図るといった、ユーザーにとってのイン

センティブを検討することも望ましい。 

 

（３）貿易 PFの認知度向上と貿易手続デジタル化の重要性周知 

荷主企業からは、貿易 PF自体の認知度不足についても指摘された。貿易 PFサービスが

多数立ち上がる中で、各 PFがそれぞれどのような機能、サービスを提供しているかについ

ての情報が十分に整理されていない。また、貿易 PF活用の先行事例が限られるために、貿

易 PFを通じて貿易手続をデジタル化することが、サプライチェーンの強靱化にどのように

寄与しうるかについて、ユーザーとなる企業にとっては具体的にイメージすることが難し

いと考えられる。特に、リソースが限られる中小企業にとっては、貿易手続デジタル化の

重要性を認識し自社にとって最適な貿易 PF を判断して導入を進めることは困難であるとい

えよう。 

貿易手続デジタル化の重要性を周知し、貿易 PFを幅広く普及させるためには、国として

は企業と協力して国内における先進事例創出に取り組み、その効果等について広く共有し

 

ォーム国内初の官民連携によるシステム間接続を実現～EPA活用プラットフォーム「JAFTAS®」、経産省/日本商

工会議所の原産地証明書発給システムとの接続実現により、スマート EPA時代へ前進～」 

（https://jaftas.jp/press/12818/） 

https://jaftas.jp/press/12818/
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ていくことが必要である。また、中小企業の貿易手続デジタル化対応を費用・情報面も含

めて十分にサポートできるよう、支援のあり方について検討する必要がある。 

 

（４）フォワーダー事業者の貿易 PF参画 

サプライチェーン強靱化のためには貿易データが一気通貫して管理・共有されることが

重要であり、そのためには荷主とフォワーダーが共通の貿易 PF又は相互に連携した貿易

PFを通じて貿易手続のデジタル化を図っていくことが望ましい。荷主企業からは、国から

フォワーダー事業者に対しても貿易 PF参画を促してほしいとの声が寄せられた。貿易 PF

の活用はフォワーダーにとっても人手不足の解消、業務負担軽減にもつながるといえよ

う。 

荷主企業からの別の意見としては、フォワーダーが荷主企業から受領した情報を自社シ

ステムに入れ直しているような業務形態をとっている場合には、貿易 PF導入による業務負

担の削減効果は荷主企業と比べてフォワーダーの方が大きいと思われるため、フォワーダ

ーと荷主企業の双方でメリットとなるような形で導入を推進してほしいとの意見も寄せら

れた。一方で、フォワーダーにとっては、従来使用していた自社システムと貿易 PFとの接

続にかかるコストが新たに発生することに加えて、荷主企業がそれぞれ異なる貿易 PFを導

入している場合は、荷主の導入している貿易 PFにあわせて複数の貿易 PFとの接続を余儀

なくされ、接続コストが二重、三重となる可能性がある。 

荷主企業、フォワーダーは貿易 PFの導入に伴って享受できる効果と導入に際して生じる

コストについての見解が異なることが推測されるため、両者の立場の違いを考慮しなが

ら、貿易 PF の導入が両者に裨益するための施策を講じていくことが求められる。 

 

（５）貿易データの連携とセキュリティ対策 

貿易 PF提供事業者間の連携について、第３章の貿易 PFに対する要望として挙げられた

が、国に対しても貿易 PF間の相互運用性確保を促進するべく、データの標準化にかかる対

応を求められている。具体的には、スイッチングコストの低廉化のため、貿易データの記

述･保管･授受等に関する標準化と互換性の確保や、貿易 PF同士の規格統一(相互互換性確

保)を求める声が寄せられた。第４章４．１にて記載のとおり、経済産業省では国際標準に

準拠した貿易データ連携を推進するべく、国連 CEFACTに対して、日本企業が実務上使用し

ているデータ項目を国際標準に追加する働きかけを行っている。 

また、貿易 PFの利活用が進み貿易データが連携すると、ユーザー企業の貿易取引に関す

る機微なデータが膨大に蓄積されることになる。名古屋港へのサイバー攻撃や仮想通貨の

ハッキングといったセキュリティ問題が生じている状況に鑑み、①貿易 PF上に登録された

情報の利用目的の順守、②関係者以外への漏洩が起こらぬよう盤石なセキュリティの確

保、③貿易 PF上の蓄積データの取扱いに関する一定のルールの制定、④万が一のハッキン

グによる損失対応、といった企業の競争力につながる情報についての秘匿や、システムセ

キュリティの強化についても検討していく必要があるとの意見が寄せられた。 

引き続き、国際標準についての検討や働きかけを行っていくとともに、それらの実装を

促し、相互互換性を確保することでデータ連携を推進していくことが必要である。また、

確保すべきセキュリティ対策についても検討していく必要がある。 
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図 17 荷主企業から寄せられた国に望まれる対応27 

 

 

 

 
27 「第 2回 貿易プラットフォーム利活用推進に向けた検討会」資料 5 事務局説明資料 

(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/002_05_00.pdf
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第５章 今後の方向性 

本報告書ではこれまで、荷主企業、貿易 PF提供事業者、国における課題と対応について紹介し

た。本検討会を通じて、三者がそれぞれの立場で、貿易手続のデジタル化に向けた取組を進めて

いることが明らかになった。貿易手続のデジタル化による便益を最大限享受することができるの

は、貿易手続に携わる全ての関係者が貿易手続のデジタル化に取り組んだ場合であり、官民一体

となって加速して進めることが極めて重要である。 

貿易手続において必要とされる貿易文書は各貿易取引の内容によって複雑で多岐に渡る。その

ため、各国の対応状況や国際標準なども踏まえて、優先順位を見定めて戦略的に取り組むこと、

また、貿易 PFの利用を促すためのインセンティブプランについても併せて検討することが重要で

ある。そこで、令和 10年度までに、貿易 PFを通じてデータの利活用ができる形でデジタル化さ

れた貿易取引の割合を、第１章１．４で記載した固定電話の事例のように、一般的に商品やサー

ビスの普及が加速するとされる 10％とすることを目標として掲げ、本検討会でデジタル化が実現

していないと指摘された貿易文書については、引き続き着実にデジタル化の実現に向けて取り組

んでいくこととし、令和 6 年度第 1四半期に、令和 10年度の目標達成に向けたアクションプラン

の作成、およびそれ以降の目標設定を検討するなどして、関係省庁と荷主企業、貿易 PF提供事業

者が、足並みをそろえて同一の目標に向かって取り組んでいくこととしたい。アクションプラン

の骨子案は以下のとおりである。 

 

＜アクションプランの項目案＞ 

1. 紙で扱われている一部の貿易文書・手続のデジタル化 

・ 重点的にデジタル化に取り組む貿易文書、及び相手国の検討 【関係省庁】 

・ 電子船荷証券の法制度の整備 【法務省】 

・ サイバーポートの利用促進（特に荷主、船会社）と機能拡充 【国交省】 

・ 原産地証明書（特恵／非特恵）のデジタル化の推進 【経産省】 

・ ASEAN各国を始めとした海外諸国とのデータ連携 【経産省】 

・ NACCSと貿易 PFとの連携 【関係省庁】 

・ サイバーポートと貿易 PFの連携促進 【国交省・経産省】 

 

2. 貿易 PFの導入支援・促進 

・ 荷主企業の既存システムと貿易 PF の初期導入支援、接続にかかる実証支援 【経産省】 

・ 貿易 PF事業者間の連携接続支援 【経産省】 

・ 貿易 PF活用によるインセンティブプランの検討 【経産省】 

・ 貿易 PFを活用した場合の輸出入に関わる一連の行政機関への手続等の効率化の検討  

【関係省庁】 

 

3. 貿易手続デジタル化の重要性の認知度向上 

・ 先進事例の創出による効果の見える化 【経産省】 

・ 各種行政システム（NACCS、サイバーポート等）の最新機能の周知による利用促進 

【経産省・財務省・法務省・国交省】 
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4. フォワーダー事業者の貿易 PF参画 

・ フォワーダー事業者の貿易 PF活用に向けた意見交換会の実施 【経産省・国交省】 

 

5. 貿易データの連携とセキュリティ対策 

・ 国連 CEFACTへの標準への提案 【経産省】 

・ セキュリティ対策に関する検討 【経産省】 

 

第４章４．２（２）に記載したような、補助金事業を通じた貿易 PFの導入支援は、貿易 PF の

ユーザーが少ない現段階での導入を後押しするためのあくまで時限的措置であり、貿易手続のデ

ジタル化を進めていく初期段階でのみ講じるべき施策である。貿易手続のデジタル化を推進する

ためには、貿易に携わる全ての事業者が、貿易手続のデジタル化を、“今、大きな問題が生じてい

ない分野”として捉えるのではなく、人手不足などのこれから確実に直面するであろう経営課題

を見据え、“今を転機として優先して取り組むべき分野”と捉えて、主体性をもって取り組んでい

くことで、その効果が全体に裨益していき、貿易手続のデジタル化を実現することができる。し

たがって、荷主企業、貿易 PF提供事業者はアクションプランの項目案を参考にしつつ、各社ご

と、業界団体ごと等において実現に向けたアクションプランを定めていくことが必要である。 

 

 【荷主企業】 

第２章２．１に記載のとおり、一部の荷主企業においては組織横断的に貿易手続のデジタル化

や貿易データの活用を見据えた社内のデータ基盤整備に取り組んでいる。こうした取組の着手に

まだ至っていない企業や、それが社内の一部の事業部に限定されている企業については、可及的

速やかに社内横断的に取り組むことのできる体制を構築することが望ましい。その上で、本報告

書を契機に、荷主企業各社が貿易 PFを活用した実証に実際に取り組むことを強く期待したい。 

貿易 PFの利活用を進める上で、社内システムと貿易 PFのシステム連携などには一定の費用投

資が必要になることから、経営層、経理財務部門などの関係部門から貿易 PFの活用とそれを通じ

た貿易手続のデジタル化の効果に対する理解を得るとともに、デジタル化を進める上で社内の貿

易分野の DX人材を育成する必要がある。 

これらを踏まえて、荷主企業に期待される取組は以下が考えられる。 

 

・ 社内横断的に貿易手続のデジタル化に取り組む体制の構築 

・ 貿易 PFを活用した実証による効果測定、先進事例の創出 

・ 貿易手続にかかるデータの積極的な活用（例：輸送データの分析による輸送ルートの最適

化や、社内の在庫情報と輸送データを紐付けた在庫管理等） 

・ 社内や取引先相手への貿易手続デジタル化の重要性の認知度向上、人材育成 

・ デジタル対応可能な行政手続の積極的な活用 

    

【貿易 PF 提供事業者】 

ユーザーの拡大が貿易 PF 提供事業者にとっての目下の課題となる中、第３章３．２（１）に記

載のとおり、貿易 PFに対しては導入しやすい料金体系・仕様の設計がユーザーとなる荷主企業か

らは期待されるとともに、他の貿易 PFとのシステム連携についても要望が寄せられた。機能・サ
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ービス面については特に貨物のトラッキングをはじめとする物流機能に関する要望が多く、その

他にも金融機関や商工会議所と連携して信用状や保険証券、原産地証明書をデジタル化すること

が求められた。 

これらを踏まえて、貿易 PF提供事業者に期待される取組は以下が考えられる。 

 

・ ユーザーが導入しやすいサービス仕様の設計 

・ 貿易 PF提供事業者間の連携 

・ 船会社、物流事業者との連携による船便手配の効率化や貨物のトラッキング精度等物流機

能の向上 

・ 金融機関、商工会議所との連携による貿易決済や保険付保のデジタル化機能の提供 

・ 新たな付加価値機能の提供（貿易関連書類や関税関係帳簿書類の電子保存機能、受注生産

型の製造業に資するサービス、CO2排出量等のデータ蓄積・分析機能 等） 

・ 貿易 PFに関する業界団体の立ち上げ検討 

・ 上記の取り組みを通じたユーザーの拡大 
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第６章 終わりに 

貿易手続のデジタル化は、長年に渡る課題となっている。しかし、我が国企業の貿易コスト削

減、サプライチェーン強靭化を推進する上で不可欠な要素であり、G20や APECといった国際会議

の場でもその重要性が取り上げられていることを踏まえると、日本の主要な貿易相手国において

も、貿易手続デジタル化の流れは今後加速していくことが予想され、優先して取り組むべき課題

になりつつある。 

貿易に携わる我が国企業がこの流れに乗り遅れてしまうと、近い将来国際ビジネスの舞台にお

ける我が国の輸出競争力低下に繋がりかねない。ついては、我が国においても官民一体となって

貿易手続のデジタル化を推進するべく、荷主企業、貿易 PF提供事業者、国が本報告書にて挙げら

れた課題を認識し、その解消に向けた取組を進めていくことが強く望まれる。 

本報告書にて記載した、令和 10年度までに貿易 PFを通じてデータの利活用ができる形でデジ

タル化された貿易取引の割合を 10％とすることを共通目標とし、必要に応じて本検討会の参加者

以外にも、新たに参画を促しながらフォローアップ会議を定期的に開催し、各々の取組状況を共

有し進捗を確認することとしたい。 

 

以上 
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（参考）貿易 PF 利活用推進に向けた検討会 

第 1 回 貿易 PF利活用推進に向けた検討会（METI/経済産業省） 

資料 1 議事次第 

資料 2 検討会参加者名簿 

資料 3 本検討会及び配布資料等の公開について 

資料 4 事務局説明資料 

資料 5 事例紹介①：（株）トレードワルツ×富士フイルムホールディングス（株）（一部非公

表） 

資料 6 事例紹介②：（株）Shippio×YKK AP（株）（一部非公表） 
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資料 3 国土交通省説明資料 

資料 4-1 オリンパス（株）説明資料 
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